
理

由

著
作
権
制
度
を
め
ぐ
る
内
外
の
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
著
作
権
等
の
適
切
な
保
護
に
資
す
る
た
め
、
映
画
の
著
作
物
の
著

作
権
の
存
続
期
間
を
公
表
後
五
十
年
か
ら
公
表
後
七
十
年
に
延
長
し
、
著
作
権
等
を
侵
害
さ
れ
た
者
の
救
済
を
図
る
た
め
の
制

度
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
著
作
物
等
の
公
正
な
利
用
を
図
る
た
め
、
教
科
用
拡
大
図
書
の
作
成
、
遠
隔
授
業
等
を
よ
り
円
滑

に
行
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


